
 

 

「歯科診療情報の標準化に関する検討会」設置要綱 
 

 

１ 目的 

東日本大震災における身元不明遺体の身元確認において、身元不明遺体が有する歯科所見

と歯科医療機関（病院・歯科診療所）が所有する生前の歯科診療情報を照合・鑑定すること

による身元確認の有効性が改めて示された。歯科医療機関が保有する電子カルテについて身

元確認に資する歯科診療情報の標準化が図られていないため、モデル事業を通じて標準化の

在り方について検討する。 

 

２ 想定される主な検討内容 

・歯の部位情報の標準化等 

・処置コードの標準化等 

・個人情報の保護に関する方策等 

・その他 

 

３ 構成 

・座長は、検討会委員の中から互選により決定する。 

・検討会の委員は、検討会の座長の意見を踏まえて、追加することが出来る。 

 

４ 検討会の運営等 

（１）検討会の審議の必要に応じ、適当と認める有識者を参考人として招致することができ

る。 

（２）検討会の議事は公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、座長の判断により、

会議、議事録及び資料を非公開とすることができる。 

（３）検討会の庶務は、医政局歯科保健課において総括し、及び処理する。 
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  歯科診療情報の標準化に関する検討会委員 

委員名簿 

 
氏名 所属 役職 

 
青木 孝文 東北大学 副学長 

 
工藤 祐光 福島県歯科医師会 常務理事 

 
小室 歳信 日本大学 教授 

◎ 住友 雅人 日本歯科医学会 会長 

 
関口 正人 日本弁護士連合会 弁護士 

 
多貝 浩行 日本歯科コンピュータ協会 - 

 
玉川 裕夫 大阪大学 准教授 

 
村岡 宜明 日本歯科医師会 常務理事 

 
柳川 忠廣 静岡県歯科医師会 会長 

◎：座長 


